
議案第２７号 

   日進市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

 日進市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を別紙のとおり改正

する。 

  令和２年３月１９日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、会計年度任用職員の教育職報酬表を愛知県人事委員会の

勧告に基づく教育職給料表の改定に準ずるため、日進市職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例の一部を改正する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

教育職報酬表を改める。 
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日進市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

日進市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年日進市条例第34号)の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部改正) 

(日進市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部改正) 

第4条 日進市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例(令和元年日進市条

例第18号)の一部を次のように改正する。 

第4条 日進市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例(令和元年日進市条

例第18号)の一部を次のように改正する。 

別表第1 報酬表(第4条関係) 別表第1 報酬表(第4条関係) 

略 略 

3 教育職報酬表 3 教育職報酬表 

職務の級 1級 2級 

号給 
基準額 基準額 

円 円 

1 163,800 180,000 

2 165,400 182,200 

3 166,900 184,300 

4 168,400 186,600 

5 170,100 188,600 

6 172,000 190,900 

7 173,900 193,100 

8 175,700 195,400 

9 177,500 197,600 

10 179,600 200,500 

11 181,700 203,300 

12 183,700 206,000 

13 185,700 208,900 

14 187,900 210,600 

15 190,200 212,300 

16 192,400 214,000 

17 194,700 215,900 

18 197,300 217,500 

19 199,900 219,200 

20 202,400 220,900 

職務の級 1級 2級 

号給 
基準額 基準額 

円 円 

1 160,700 176,500 

2 162,200 178,600 

3 163,700 180,800 

4 165,200 183,000 

5 166,800 185,000 

6 168,700 187,200 

7 170,500 189,400 

8 172,300 191,600 

9 174,000 193,800 

10 176,100 196,600 

11 178,100 199,300 

12 180,200 202,000 

13 182,100 204,900 

14 184,300 206,600 

15 186,500 208,200 

16 188,700 209,900 

17 190,900 211,700 

18 193,500 213,300 

19 196,000 215,000 

20 198,500 216,600 
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21 205,000 222,700 

22 206,700 224,700 

23 208,500 226,600 

24 210,200 228,600 

25 211,800 230,100 

26 232,100 

27 234,200 

28 236,200 

29 238,100 

30 240,800 

31 243,600 

32 246,400 

33 249,000 

34 251,900 

35 254,600 

36 257,300 

37 259,900 

38 262,300 

39 264,900 

40 267,300 

41 269,900 

42 272,400 

43 274,600 

44 276,900 

45 279,000 

46 281,300 

47 283,500 

略 

21 201,000 218,400 

22 202,700 220,300 

23 204,500 222,200 

24 206,200 224,100 

25 207,700 225,600 

26 227,700 

27 229,700 

28 231,700 

29 233,500 

30 236,200 

31 238,900 

32 241,600 

33 244,200 

34 247,000 

35 249,600 

36 252,400 

37 254,900 

38 257,300 

39 259,800 

40 262,100 

41 264,700 

42 267,100 

43 269,300 

44 271,500 

45 273,600 

46 275,900 

47 278,100 

略 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


